
教育長に柴田正人氏
が再任
　２月25日で任期満了を迎えた教育長の柴田
正人氏が平成30年第１回平川市議会臨時会で
再任されました。
　任期は平成30年2月26日から平成33年２
月25日までの３年間です。

し ば た

柴田　
ま さ と

正人　氏
プロフィール
国立東京教育大学体育学部卒。県教
育庁保健体育課指導主事、青森北高
校長、青森西高校長、県高体連会長
などを歴任。65歳。
剣道は７段で、趣味はウォーキング
など。

問合せ：食産業振興センター「食ラボひらかわ」　☎44-8815

　市では、平成28年６月から食産業振興センター「食ラボ
ひらかわ」を運営しています。この「食ラボ」では次のよ
うなことが可能です。

　地区の食品衛生協会が年に数回開催する『食品衛生責任者（養成）講習』を受講
する必要があります。日程などは別途食品衛生協会にご確認ください。

■『食品衛生責任者講習』の受講が必要です

　おおむね利用日の１週間前までに利用申請書を提出してください。利用料金は
利用日までに食ラボ窓口か、納付書により各金融機関窓口でお支払いください。
　予約状況などは窓口に直接お問い合わせください。

■事前に『利用申請書』の提出と利用料金の支払いが必要です

食産業振興センター

「食ラボひらかわ」からのおしらせ

開館日　毎週火～土曜日
　　　　 ８時15分～ 17時
利用時間
　９時～16時の間で、１時間
単位となります。
※日曜日、祝日に利用されたい
　方は事前にご相談ください。

開館日・利用時間

　技術指導員を毎週火曜日～木曜日に配置します（変更の
場合があります）。
　事前に電話などで日程をご確認ください。

■技術指導員の相談体制を強化

　市では、農地を持たない市民を対象に「ひらかわ市民
農園」を開設しています。平成30年度も同様に開設する
にあたり、利用者の方を募集します。
場所　平川市大光寺三村井（旧小和森小学校跡地の一部）
募集区画　全10区画（１区画　約100㎡）
※申込者多数の場合は変更となることがあります。
対象者　市内に住所を有する非農家で世帯に市税などの
　　　　滞納がない方
利用期間　５月12日(土) ～ 11月17日(土)

〇加工機器を利用した農産物の加工
〇販売目的の商品の加工（別途営業許可の取得が必要
　な場合があります）
〇新商品の開発、相談

「食ラボ」の利用方法について

専門的な加工指導を希望される方について

　商品開発、販売に役立つセミナーを実施します。
　日程などにつきましては広報や回覧チラシ、市ホーム
ページなどでおしらせします。

■商品開発、販売に役立つセミナーを実施

利用料　無料
※栽培に必要なものは自己負担です。
申込方法
　指定の申込書を食産業振興センター窓口まで提出
受付期間　４月３日(火) ～４月13日(金)
※土・日・月曜日を除きます。
※申込者多数の場合は抽選となります。
その他　利用条件など詳細については、食産業振興セン
　　　　ターまでお問い合わせください。

「ひらかわ市民農園」利用者募集！
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休日窓口開設日

異動シーズンに休日窓口を開設します

問合せ：市民課　市民係　☎44-1111（内線1222・1223 ）

　例年、３月末から４月初めにかけて、住所変更をされる方
が多くなります。そこで、転出・転入などの届け出やそれ
に伴う事務手続きなどを、休日もできるように窓口を開設
します。

日時　３月25日(日)、31日(土)、４月１日(日)
　　　８時15分～ 17時
場所　市役所本庁舎、健康センター
取扱業務　次のとおり

注意点
・手続きの際、本人確認が必要な場合があ
　りますので、運転免許証などの本人確認
　書類をお持ちください。
・手続きによっては、後日改めて市役所へ
　おいでいただくことがあります。

・住民異動の届け出（転入・転出など）
・戸籍の届け出（出生・死亡・婚姻など）
・印鑑登録
・戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書
　などの交付
※パスポート事務は除きます。

・住民異動や戸籍届け出に伴う各種
　関係手続き

【本庁舎】　市民課
※尾上総合支所、碇ヶ関総合支
　所、葛川支所は開設しません。

【本庁舎】　税務課、国保年金課、
　　　　　上下水道課
【健康センター】
福祉課、健康推進課、子育て支援課

取扱業務内容 休日開設する窓口

　一度お申込みいただくだけで、水道料金・下水道使用
料が毎月ご希望の口座から自動で引き落しされます。
　便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。

水道料金・下水道使用料のお支払いは
口座振替が便利です

　次に該当する方は異動の届け出が必要です。
①上下水道を使い始める方
②上下水道を止める方
③使用者名を変える方
　また、次の方も届け出が必要な場合があります。
④転居・転出・死亡などで世帯の人数が変更になる方
　異動の届け出をしない場合、後でさかのぼって料金が
請求されたり、前住所の料金が引き続き請求されたりし
ます。忘れずに届け出をお願いします。

上下水道の届け出を
忘れずにお願いします

口座振替日
　毎月25日（金融機関が休日の場合は翌営業日）
口座振替できる金融機関
▷青森銀行　　　　　　　　▷みちのく銀行
▷東奥信用金庫　　　　　　▷青い森信用金庫
▷東北労働金庫　　　　　　▷つがる弘前農業協同組合
▷津軽みらい農業協同組合　▷ゆうちょ銀行
申込方法
　通帳と届出印をお持ちの上、市内金融機関（東北労働
金庫は黒石支店）または窓口までお越しください。
口座振替開始時期
　お申込みから３～４週間ほどかかります。

上下水道課からのおしらせ

問合せ：上下水道課　総務係　☎44-1111（内線1125・1126 ）

届出先
▷平賀・尾上地域…上下水道課（本庁舎１階）
▷碇ヶ関地域（上水道）…久吉ダム水道企業団
　　　　　　　　　　　　☎48-2229
▷碇ヶ関地域（下水道）…上下水道課（本庁舎１階）
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